
長岡京市有害鳥獣緊急捕獲事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱（平成２０年３月３１日付け１９生 

産第９４２２号農林水産事務次官依命通知）及び鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱（平成 

２０年３月３１日付け１９生産第９４２３号農林水産事務次官依命通知）、鳥獣被害防止総合対 

策交付金実施要領（平成２０年３月３１日付け１９生産第９４２４号農林水産省生産局長通知） 

に基づき、長岡京市緊急捕獲等計画に定めるところにより野生鳥獣による農作物被害軽減のた 

めに実施するイノシシ、シカ及びカラス（以下「対象鳥獣」という。）の緊急捕獲活動に対し、 

予算の範囲内において鳥獣被害防止緊急捕獲奨励金を交付する長岡京市有害鳥獣緊急捕獲事業 

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（奨励金交付対象鳥獣） 

第２条 奨励金の交付対象鳥獣は、長岡京市緊急捕獲等計画に定めた鳥獣とし、その捕獲場所は、

市が有害鳥獣捕獲業務により指示した地域とする。 

２ 奨励金の交付対象鳥獣及びその捕獲奨励単価は、次の表のとおりとする。 

対象鳥獣 捕獲奨励単価 備考 

イノシシ ７，０００円 １頭当たり 

シカ ７，０００円 １頭当たり 

カラス ２００円 １羽当たり 

（事業実施期間） 

第３条 事業実施期間は、次の各号に掲げる鳥獣の種別に応じ当該各号に定める期間とし、同期

間に捕獲したものを奨励金の交付対象とする。 

⑴ イノシシ及びシカ ４月１日から１１月１４日まで 

 ３月１６日から３月３１日まで 

⑵ カラス ４月１日から１１月１４日まで 

  ２月１６日から３月３１日まで 

（奨励金交付対象者） 

第４条 奨励金の交付対象者は、市が委託する有害鳥獣捕獲業務の受託者（以下「交付対象者」

という。）とする。 

（奨励金交付申込み） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする奨励金交付対象者は、有害鳥獣緊急捕獲奨励金申込書（別

記様式第１号）を市長に提出するものとする。  

（狩猟者登録の確認） 

第６条 交付対象者及び有害鳥獣事業参加者が前条の規定により奨励金交付申込みを行うときは、

市が行う狩猟者登録に関わる確認に必要な一切の権限について同意したものとみなす。 

２ 前項の確認は、原則として捕獲事業参加者本人の狩猟者登録証写し及び有害鳥獣捕獲事業参

加者名簿の前条の申込書への添付によるものとする。 

（捕獲の確認方法） 

第７条 捕獲の確認は、市町村の職員が捕獲現場に直接赴き、捕獲個体を実際に確認する（以下



「現地確認」という。）を基本とする。なお、現地確認による場合、確認者がスプレー等により

捕獲個体の「尾」を着色するか又は「尾」（カラスにあっては「両脚」）を回収するかのいずれ

かを行う。 

２ 現地確認によらない場合、第５条の規定による申込を行ったもの（以下「交付申込者」とい

う。）が、次に掲げるものを市長に提出することにより行うこととする。 

⑴ 捕獲個体全体と捕獲者本人が写っており、捕獲日及び捕獲場所が特定できる写真（捕獲個

体が、スプレー等でマーキングし、右向き（撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、

その際、頭部が右側にくる状態）で撮影すること。 

⑵ 捕獲個体又はその部位（イノシシ及びシカにあっては原則として「尾」とし、カラスにあ

っては、原則として「両脚」とする。） 

（完了報告） 

第８条 有害鳥獣緊急捕獲事業を終了したときは、交付申込者は、有害鳥獣緊急捕獲完了報告書

（別記様式第２号）に次に掲げる書類等を添付のうえ、速やかに市長に提出するものとする。 

⑴ 前条第２項に規定する証拠書類等 

⑵ 有害鳥獣捕獲許可書（鳥獣捕獲報告）の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（捕獲認定） 

第９条 市長は、前条の交付申込者から有害鳥獣緊急捕獲完了報告書の提出があった場合におい

て、その内容を審査し適正と認めるときは、有害鳥獣緊急捕獲完了確認書（別記様式第３号）

を交付する。 

（捕獲奨励金の請求） 

第１０条 前条の規定により市長から有害鳥獣緊急捕獲完了確認書の交付を受けた交付申込者は、

有害鳥獣緊急捕獲奨励金交付請求書（別記様式第４号）により、交付請求をすることができる。 

（奨励金の交付） 

第１１条 市長は、前条の規定により交付申込者から奨励金の請求があった場合には、奨励金を

交付するものとする。 

（奨励金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により奨励金を交付した後に報告内容に誤りや虚偽の報告等の不

正な請求があったと認められるときは、当該奨励金の一部又は全部の返還を命ずることができ

る。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
 この要綱は、平成２７年７月１日から施行し、改正後の長岡京市有害鳥獣緊急捕獲事業実施要 

綱第１条の規定は、平成２７年４月１日から施行する。 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和３年８月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 



別記様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

長岡京市長 様 

 

 申請者 

                  

 

有害鳥獣緊急捕獲奨励金申込書 

 

 

年度の長岡京市有害鳥獣捕獲業務実施に伴う有害鳥獣緊急捕獲事業を実施したいので

下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 申請者 

受託団体名  

代表者氏名  

代表者住所  

狩猟者登録番号  

連 絡 先  

 

２ 有害鳥獣捕獲事業参加者名簿 

氏  名 住   所 狩猟者登録番号 連絡先 

   ―   ― 

   ―   ― 

   ―   ― 

   ―   ― 

   ―   ― 

  ※グループ員名簿は、別紙でも可 

（注） 

・有害鳥獣捕獲事業参加者全員の狩猟者登録証の写しを添付してください。 

・有害鳥獣捕獲事業参加者全員の長岡京市有害鳥獣緊急捕獲事業に係る奨励金の申込・請求・受領に関する委任状 



別記様式第２号（第８条関係） 

年  月  日 

 

 

長岡京市長 様 

 

 

 申請者 

                 

 

 

有害鳥獣緊急捕獲完了報告書 

 

年度の有害鳥獣緊急捕獲事業を完了したので下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 捕獲実績 

受託団体名  

代表者氏名  

代表者住所  

狩猟者登録番号  

総捕獲頭数 

対象鳥獣 捕獲数 単価 小計 

イノシシ 頭 ７，０００円  

シカ（雄） 頭 ７，０００円  

シカ（雌） 頭 ７，０００円  

カラス 羽 ２００円  

捕獲奨励金 合計               円 

 

 

２ 添付書類等 

捕獲写真 枚 現地確認によらない捕獲の場合添付すること 

狩猟者登録証写し 枚 申請者全員の狩猟者登録証をコピーして添付すること 

捕獲報告写し 枚 有害鳥獣捕獲許可書をコピーして添付すること 

 



別記様式第３号（第９条関係） 

年  月  日 

 

 

 

            様 

 

 

 長岡京市長 

 

 

有害鳥獣緊急捕獲完了確認書 

 

年  月  日に提出された有害鳥獣緊急捕獲完了報告書に基づき審査した結果、

下記のとおり確認したので通知する。 

 

記 

 

１ 捕獲者 

受託団体名  

代表者氏名  

代表者住所  

狩猟者登録番号  

総捕獲頭数 

対象鳥獣 捕獲数 単価 小計 

イノシシ 頭 ７，０００円  

シカ（雄） 頭 ７，０００円  

シカ（雌） 頭 ７，０００円  

カラス 羽 ２００円  

捕獲奨励金 合計               円 

 

 

２ 奨励金交付額 円 



別記様式第４号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

 

長岡京市長 様 

 

 

 申請者 

                  

 

有害鳥獣緊急捕獲奨励金交付請求書 

 

年  月  日付けで通知のあった有害鳥獣緊急捕獲完了確認書に基づき、下記

のとおり有害鳥獣緊急捕獲奨励金について請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付請求額    円 

 

２ 振込先 

 金融機関名 

 口座種別 

 口座番号 

フリガナ 

 口座名義人 



長岡京市有害鳥獣緊急捕獲事業に係る奨励金の 
申込・請求・受領に関する委任状 

 
 
私は、次の受任者に長岡京市有害鳥獣緊急捕獲事業に係る奨励金の申込・請求・受

領に関する一切の権限を委任します。 

 

 

  年  月  日 

 

 

長岡京市長 様 

 

 

 委任者 

 

 住所 

 

 氏名                ㊞ 

 

 

 

 受任者 

 

 住所 

 

 氏名                ㊞ 

 
 
 
 
 


